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法 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

令 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

県委員会 青森県選挙管理委員会

（注）条文の表示は、例えば「第１４３条第１項第１号」は、「１４３①（１）」のよ

うに記載しています。
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第１ 共通する手続等

１ 届出等
公費負担の適用を受けようとする候補者が青森県選挙管理委員会（以下「県委員

会」という。）にその旨の届出をするときには、次の点に留意してください。

（１）有償契約であること

公費負担の適用は、有償契約である場合に限られ、無償契約の場合は対象となり

ません。

（２）契約書を作成すること

（１）の契約をしたときは、当該契約に関する書類（以下「契約書等」とい

う。）を作成してください。契約書等は次の（３）で述べるとおり、公費負担に関

する届出のときに添付書類としてその写しが必要となります。

（注）添付する契約書等の写しとは、必ずしも契約書という名称を有する書類の写し

とは限られませんが、有償契約である以上、契約の内容において候補者の申込等

の意思と当該契約の相手方である業者等（以下「業者等」という。）の承諾の意

思及び契約の当事者、契約期間（借入期間、雇用期間）、契約数（燃料供給単価、

印刷枚数）並びに契約金額等が明らかにされている書面の写しでなければなりま

せん。「衆議院小選挙区選出議員選挙における各種選挙公営用紙」（以下「公営

用紙」という。）の各種契約書例を参考としてください。

（３）県委員会に届け出ること

業者等と有償契約を締結したときは、直ちに、その旨を定められた様式により文

書で県委員会に提出してください。この場合、（２）で述べた契約書等の写し及び

後述する確認申請書を添付してください。

なお、同種の契約であっても異なる業者等と契約した場合は、異なる業者等別に

届出をすることになっていますので、同種の契約をするときは、同一業者等と契約

するのが便利です。

（注）届出は、立候補届出前に契約したときは立候補届出後直ちに、立候補届出後に

契約したときは契約締結後直ちに行ってください。

（４）契約をする業者等に制限があること

公費負担の対象となる業者等には制限がありますので、後述する「第２ 個別の手

続等」を参照の上、業者等の選定をしてください。

（５）届出書等の様式が定まっていること

候補者が県委員会及び業者等に提出する各種書類並びに業者等が県に提出する支

払の請求書等は、すべて様式が定められています。後述する「第２ 個別の手続

等」の説明に従って、できるだけ県委員会が作成交付した用紙を使用してください。

２ 支払方法等
（１）供託物が没収となったときは対象から除かれること

公費負担の適用を受ける手続等をしていても選挙の結果、公職選挙法（以下

「法」という。）第９３条の規定によって候補者に係る供託物が没収されることと

なったときは対象から除かれます。

（２）業者等に直接支払われること

県からの支払いは、業者等の請求に基づき直接業者等に対して行います。

また、支払いの時期は選挙期日後で、供託物没収関係が確定した日以後となって

いますので契約のときにこの旨業者等に説明してください。

（３）公費負担は一定の限度額以内であること

公費で負担する額は、それぞれについて一定の限度額が定められています。した

がって、契約の合計額が限度額を超えたときはその超えた額については候補者の負

担となります。（※公費負担は定額補助ではなく、使用実績や業者との契約額など

により支払われるものであることに、特にご注意ください。）

なお、それぞれの限度額は次の「第２ 個別の手続等」の各項で説明します。
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第２ 個別の手続等

１ 選挙運動用自動車の使用の公営
法第１４１条第１項の規定による選挙運動用自動車の使用に関する公費負担の適用

は、契約の種類によって次のとおり区分して定められています。（法１４１⑦、令１

０９の４）

（１）一般運送契約の場合

一般運送契約とは、道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運

送事業を経営する者として国土交通大臣（運輸大臣）から許可を受けている業者

（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。）と契約する場合で、選挙運動

用自動車、これに供給する燃料及び運転手を一括して契約する方法です。一般的に

はタクシー又はハイヤーの借上げの契約がこれに該当し、この場合の公費負担の方

法は次のとおり定められています。

ア 業者等の制限

契約する業者等は、一般乗用旅客自動車運送事業者に限られます。

イ 届出等の手続

（ア）この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類には、「選挙運動用自

動車の使用の契約届出書」（公営用紙の様式（以下「様式」という。）１）及

び契約書等の写しが必要です。

（イ）公費負担の対象となる台数は１日につき１台です。したがって、同一の日に

おいて２台以上の使用の契約をしたときは、候補者はいずれか１台を指定して

ください。

（ウ）県委員会に（ア）の届出をしたときは、「選挙運動用自動車使用証明書（自

動車）」（様式２）を契約した一般乗用旅客自動車運送事業者に提出してくだ

さい。

ウ 公費負担限度額及び支払請求

（ア）この契約によった場合に公費で負担する額は、選挙運動用自動車として使用

された各日についてその使用に対して支払うべき金額（その金額が６４，５００円

を超える場合には６４，５００円が当該日の限度額）の合計金額です。

（イ）当該一般乗用旅客自動車運送事業者が県に支払請求するときは、「請求書

（選挙運動用自動車の使用）」（様式３）に、前記イの（ウ）により候補者か

ら提出を受けた「選挙運動用自動車使用証明書（自動車）」（様式２）を添付

の上、行うこととなります。

（２）選挙運動用自動車の借入れ契約の場合

前記（１）と異なり選挙運動用自動車のみ借り入れる契約をした場合に、その借

用料を公費負担する場合で、次のとおり定められています。

ア 業者等の制限

この契約の場合の相手方は、当該契約業務を業としない者であっても差し支え

ありません。したがって、自家用自動車を国土交通大臣（運輸大臣）の認可を受

けて貸しているいわゆるレンタカー業者と契約することもできますし、自家用車

を所有している知人等とその車を借り入れる契約をすることもできます。

しかし、当該契約業務を業としない知人等と契約した場合においては、その知

人等が当該候補者と生計を一にする親族であるときは、公費負担の適用の対象と

されません。

イ 届出等の手続

（ア）この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては「選挙運動用

自動車の使用の契約届出書」（様式１）及び契約書等の写しが必要です。

（イ）公費負担の対象となる台数は、１日につき１台です。したがって、同一の日

において２台以上の使用の契約をしたときは、候補者はいずれか１台を指定し

てください。

（ウ）県委員会に（ア）の届出をしたときは、「選挙運動用自動車使用証明書（自

動車）」（様式２）を契約した業者等に提出してください。

ウ 公費負担限度額及び支払請求

（ア）この契約によった場合に公費で負担する額は、選挙運動用自動車として使用

された各日についてその使用に対して支払うべき金額（その金額が１６,１００円

を超える場合には１６，１００円が当該日の限度額）の合計金額です。

（イ）当該業者等が県に支払請求するときは、「請求書（選挙運動用自動車の使
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用）」（様式３）に前記イの（ウ）により候補者から提出を受けた「選挙運動

用自動車使用証明書（自動車）」（様式２）を添付の上、行うこととなります。

（３）選挙運動用自動車に使用する燃料の供給契約の場合

選挙運動用自動車の走行に必要な燃料の供給契約をした場合に、その燃料代を公

費負担する場合で、次のとおり定められています。

ア 業者等の制限

前記（２）のアと同様です。

イ 届出等の手続

（ア）この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「選挙運動

用自動車の使用の契約届出書」（様式１）及び契約書等の写しが必要です。

なお、前記の「第１ 共通する手続等」の「１ 届出等」の（３）でも説明

しましたが、例えば毎日異なる燃料供給業者等と供給契約をした場合は、その

都度届出等の手続をすることとなりますので、可能な限りあらかじめまとめて

契約すると便利です。

（イ）県委員会に（ア）の届出をした後、その業者等から燃料の供給を受けた場合

はさらに、「自動車燃料代確認申請書」（様式４）を県委員会に提出し、供給

を受けた当該燃料代が次項のウで説明する公費負担の限度額内である旨の「自

動車燃料代確認書」（様式５）の交付を受けてください。

（ウ）県委員会から前記「自動車燃料代確認書」（様式５）の交付を受けたときは、

契約した業者等にこの確認書及び「選挙運動用自動車使用証明書（燃料）」

（様式６）に加え、給油伝票の写しを添えて提出してください。

ウ 公費負担限度額及び支払請求

（ア）この契約によった場合に公費で負担する額は、７，７００円に、当該候補者

の立候補届出の日から選挙期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、

かつ実際に給油し、イの（イ）により県委員会が確認した金額です。

（イ）当該業者等が県に支払請求をするときは、「請求書（選挙運動用自動車の使

用)｣（様式３）に前述イの（ウ）により候補者から提出を受けた「自動車燃料

代確認書」（様式５）、「選挙運動用自動車使用証明書（燃料）」（様式６）

及び給油伝票の写しを添付の上、行うこととなります。

（４）選挙運動用自動車に使用する運転手雇用契約の場合

選挙運動用自動車の運転のための運転手雇用契約をしたときに、その雇用代を公

費負担する場合で、次のとおり定められています。

ア 業者等の制限

前記（２）のアと同様です。

イ 届出等の手続

（ア）この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「選挙運動

用自動車の使用の契約届出書」（様式１）及び契約書等の写しが必要です。

（イ）公費負担の対象となる人数は、１日につき１人です。したがって、同一の日

において２人以上の運転手と雇用契約をしたときは、候補者はいずれか１人を

指定してください。

（ウ）県委員会に（ア）の届出をしたときは、契約した運転手等に「選挙運動用自

動車使用証明書（運転手）」（様式７）を提出してください。

ウ 公費負担限度額及び支払請求

（ア）この契約によった場合に公費で負担する額は、選挙運動用自動車の運転手と

して、運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額

（その報酬の額が１２，５００円を超える場合には１２，５００円が当該日の

限度額）の合計金額です。

（イ）当該運転手が県に支払請求するときは、「請求書（選挙運動用自動車の使

用）」（様式３）に前述イの（ウ）により候補者から提出を受けた「選挙運動

用自動車使用証明書（運転手）」（様式７）を添付の上、行うこととなります。

（５）（１）の契約と共に（２）、（３）、（４）の契約をした場合

同一の日に（１）の一般運送契約を締結すると共に（２）の自動車の借入れ、

（３）の燃料の供給及び（４）の運転手の雇用の契約をも締結した場合（例えばハ

イヤーとレンタカーを同一の日に使用する場合）には、候補者が指定するいずれか

一の契約（（１）の契約又は（２）＋（３）＋（４）の契約）が公費負担の対象と
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なります。

青 森 県 青 森 県 知 事選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
※ ※

選 自 自 請 代
挙 動 動 ⑦ 求 金
運 車 車 供 書 の（

動 燃 燃 託 支
契用 料 料 物 ※ 払
約自 代 代 没 給使自
書動 確 確 収 油用動
の車 認 認 の 伝証車
写の 申 書 有 票明燃
し使 請 無 の書料
を用 書 の 写 代
添の 確 し 確
付契 認 認

（ 約 書
届 を
出 添
書 付

①有償契約締結
③使用証明書（自動車・燃料・運転手) 一般乗用旅客自動車

候 補 者 ※給油伝票の写しを添付 運送事業者等
⑥※自動車燃料代確認書

（注）１ 燃料供給者との有償契約によって燃料を使用する場合にのみ、※印の手続が必

要となります。

２ 自動車、燃料及び運転手の使用証明書を一般乗用旅客自動車運送事業者等に提

出するのは、契約履行後でも差し支えありません。

３ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「選挙運動用自動車

の使用契約届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて提出し

てください。
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２ 選挙運動用通常葉書の作成の公営
法１４２①に規定する候補者が選挙運動のために頒布できる通常葉書の作成に係る

公費負担の適用は、次のとおり定められています。（法１４２⑩、令１０９の７）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、通常葉書の作成を業とする業者に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「通常葉書作

成契約届出書」（様式８）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成した選挙運動用通常葉書の納

品を受けた場合は、さらに「通常葉書作成枚数確認申請書」（様式９）を県委員

会に提出し、作成した選挙運動用通常葉書の枚数が法定枚数（公職の候補者一人

につき、３５，０００枚）の範囲内である旨の「通常葉書作成枚数確認書」（様

式１０）の交付を受けてください。

ウ 県委員会から前記「通常葉書作成枚数確認書」（様式１０）の交付を受けたと

きは、契約した業者にこの確認書及び「通常葉書作成証明書」（様式１１）を併

せて提出してください。

（３）公費負担限度額及び支払請求

ア 選挙運動用通常葉書作成に係る公費負担の限度額は、契約に基づき作成された

選挙運動用通常葉書の１枚当たりの作成単価（８．６２円）に作成枚数（確認枚

数）を乗じた金額です。

単価８．６２円×確認された作成枚数＝限度額

（注）「選挙運動用通常葉書の作成枚数」とは、当該候補者に係る選挙運動用通常

葉書の作成総枚数ではなく、個々の契約ごとに前記（２）のイによって県委員

会から確認を受けたそれぞれの枚数であり、したがって作成単価、当該契約ご

とに個々の確認枚数を根拠として算出されます。

イ 当該業者が県に支払請求をするときには、「請求書（通常葉書の作成）」（様

式１２）に、前記の（２）のウにより候補者から提出を受けた「通常葉書作成枚

数確認書」（様式１０）及び「通常葉書作成証明書」（様式１１）を添付の上、

行うこととなります。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
通 通 通 請 代（

常 常 常 求 金
契葉 葉 葉 書 の
約書 書 書 支
書作 作 作 ⑦ 通通 払
の成 成 成 供 常常
写契 枚 枚 託 葉葉
し約 数 数 物 書書
を届 確 確 没 作作
添出 認 認 収 成成
付書 申 書 の 証枚

（ 請 有 明数
書 無 書確

の 認
確 書

認 を
添
付

①有償契約締結
候 補 者 ③通常葉書作成証明書 通常葉書作成業者

⑥通常葉書作成枚数確認書

（注）１ 通常葉書作成証明書を通常葉書作成業者に提出するのは、契約履行後でも差し
支えありません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「通常葉書作成契約
届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて提出してください。
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３ 選挙運動用ビラの作成の公営
法１４２①に規定する候補者が選挙運動のために頒布できるビラの作成に係る公費

負担の適用は、次のとおり定められています。（法１４２⑩、令１０９の８）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、ビラの作成を業とする業者に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約をした候補者が県委員会に提出する書類としては、「ビラ作成契約届

出書」（様式１３）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成したビラの納品を受けた場合

は、さらに「ビラ作成枚数確認申請書」（様式１４）を県委員会に提出し、作成

したビラの枚数が法定枚数（公職の候補者一人につき、７０，０００枚）の範囲

内である旨の「ビラ作成枚数確認書」（様式１５）の交付を受けてください。

ウ 県委員会から前記「ビラ作成枚数確認書」（様式１５）の交付を受けたときは、

契約した業者にこの確認書及び「ビラ作成証明書」（様式１６）を併せて提出し

てください。

（３）公費負担限度額及び支払請求

ア ビラ作成に係る公費負担の限度額は、契約に基づき作成されたビラの１枚当た

りの作成単価に作成枚数（確認枚数）を乗じた金額ですが、作成単価は作成枚数

により次のとおり区分されています。

（ア）ビラの作成枚数が５０，０００枚以下である場合

単価 ８．３８円

単価 ８．３８円×確認された作成枚数＝限度額

（イ）ビラの作成枚数が５０，０００枚を超える場合

419,000円＋ 5.62円×（確認された作成枚数－50,000枚）
単価（ ）円

確認された作成枚数

（単価は、１銭未満の端数は切上げ。）

単価（ ）円×確認された作成枚数＝限度額

（注）「ビラの作成枚数」とは、当該候補者に係るビラの作成総枚数ではなく、

個々の契約ごとに前記（２）のイによって県委員会から確認を受けたそれぞ

れの枚数であり、したがって作成単価は当該契約ごとに個々の確認枚数を根

拠として算出されます。

イ 当該業者が県に支払請求をするときは、「請求書（ビラの作成）」（様式１

７）に、前記（２）のウにより候補者から提出を受けた「ビラ作成枚数確認書」

（様式１５）及び「ビラ作成証明書」（様式１６）を添付の上、行うこととなり

ます。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
ビ ビ ビ 請 代
ラ ラ ラ ⑦ 求 金
作 作 作 供 書 の
成 成 成 託 支（

契 枚 枚 物 ビビ 払
契約 数 数 没 ララ
約届 確 確 収 作作
書出 認 認 の 成成
の書 申 書 有 証枚
写 請 無 明数
し 書 の 書確
を 確 認
添 認 書
付 を

（ 添
付

①有償契約締結
候 補 者 ③ビラ作成証明書 ビラ作成業者

⑥ビラ作成枚数確認書

（注）１ ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出するのは、契約履行後でも差し支えあり
ません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「ビラ作成契約届出
出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて提出してください。
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４ 選挙事務所の立札・看板の類の作成の公営
法第１４３①（１）に規定する選挙事務所の立札・看板の類の作成に係る公費負担

の適用は、次のとおり定められています。（法１４３⑭、令１１０の２）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、立札・看板の類の作成を業とする業者に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「選挙事務所

用立札・看板作成契約届出書」（様式１８）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成した選挙事務所の立札・看板

の類の納品を受けた場合は、さらに「選挙事務所用立札・看板作成数確認申請

書」（様式１９）を県委員会に提出し、作成した選挙事務所の立札・看板の類の

数が公費負担限度数（３）の範囲内である旨の「選挙事務所用立札・看板作成数

確認書」（様式２０）の交付を受けてください。

ウ 県委員会から、前記「選挙事務所用立札・看板作成数確認書」（様式２０）の

交付を受けたときは、契約した業者にこの確認書及び「選挙事務所用立札・看板

作成証明書」（様式２１）を併せて提出してください。

（３）公費負担の限度額及び支払請求

ア 選挙事務所の立札・看板の類の作成に係る公費負担の限度額は、契約に基づき

作 成 さ れ た 選 挙 事 務 所 の 立 札 ・ 看 板 の 類 の １ 枚 当 た り の 作 成 単 価 （ 上 限

６１，３７９円）に作成数（確認数）を乗じた金額です。

イ 当該業者が、県に支払請求をするときは、「請求書（選挙事務所用立札・看板

の作成）」（様式２２）に、前記（２）のウにより候補者から提出を受けた「選

挙事務所用立札・看板作成数確認書」（様式２０）及び「選挙事務所用立札・看

板作成証明書」（様式２１）を添付の上、行うこととなります。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
選 選 選 請 代
挙 挙 挙 求 金
事 事 事 書 の（
務 務 務 支

契所 所 所 ⑦ 選選 払
約用 用 用 供 挙挙
書立 立 立 託 事事
の札 札 札 物 務務
写・ ・ ・ 没 所所
し看 看 看 収 用用
を板 板 板 の 立立
添作 作 作 有 札札
付成 成 成 無 ・・

（ 契 数 数 の 看看
約 確 確 確 板板
届 認 認 認 作作
出 申 書 成成
書 請 証数

書 を明確
添書認
付 書

①有償契約締結 立札・看板作成
候 補 者 ③選挙事務所用立札・看板作成証明書 業 者

⑥選挙事務所用立札・看板作成数確認書

（注）１ 選挙事務所用立札・看板作成証明書を立札・看板作成業者に提出するのは、契
約履行後でも差し支えありません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「選挙事務所用立札
・看板作成契約届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて提
出してください。
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５ 選挙運動用自動車等に取り付ける立札・看板の類の作

成の公営
法１４３①（２）に規定する選挙運動用自動車等に取り付ける立札・看板の類の作

成に係る公費負担の適用は、次のとおり定められています。（法１４３⑭、令１１０

の３）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、立札・看板の類の作成を業とする業者に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「自動車等取

付用立札・看板作成契約届出書」（様式２３）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成した選挙運動用自動車等に取

り付ける立札・看板の類の納品を受けた場合は、さらに「自動車等取付用立札・

看板作成数確認申請書」（様式２４）を県委員会に提出し、作成した選挙運動用

自動車等に取り付ける立札・看板の類が公費負担限度数（４）の範囲内である旨

の「自動車等取付用立札・看板作成数確認書」（様式２５）の交付を受けてくだ

さい。

ウ 県委員会から、前記「自動車等取付用立札・看板作成数確認書」（様式２５）

の交付を受けたときは、契約した業者にこの確認書及び「自動車等取付用立札・

看板作成証明書」（様式２６）を併せて提出してください。

（３）公費負担の限度額及び支払請求

ア 選挙運動用自動車等に取り付ける立札・看板の類の作成に係る公費負担の限度

額は、契約に基づき作成された選挙運動用自動車等に取り付ける立札・看板の類

の１枚当たりの作成単価（上限５８，１１４円）に作成数（確認数）を乗じた金

額です。

イ 当該業者が、県に支払請求をするときは、「請求書（自動車等取付用立札・看

板の作成）」（様式２７）に前記（２）のウにより候補者から提出を受けた「自

動車等取付用立札・看板作成数確認書」（様式２５）及び「自動車等取付用立札

・看板作成証明書」（様式２６）を添付の上、行うこととなります。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
自 自 自 請 代
動 動 動 求 金
車 車 車 書 の（

等 等 等 支
契取 取 取 ⑦ 自自 払
約付 付 付 供 動動
書用 用 用 託 車車
の立 立 立 物 等等
写札 札 札 没 取取
し・ ・ ・ 収 付付
を看 看 看 の 用用
添板 板 板 有 立立
付作 作 作 無 札札

（ 成 成 成 の ・・
契 数 数 確 看看
約 確 確 認 板板
届 認 認 作作
出 申 書 成成
書 請 証数

書 を明確
添書認
付 書

①有償契約締結 立札・看板作成
候 補 者 ③自動車等取付用立札・看板作成証明書 業 者

⑥自動車等取付用立札・看板作成数確認書

（注）１ 自動車等取付用立札・看板作成証明書を立札・看板作成業者に提出するのは、
契約履行後でも差し支えありません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「自動車等取付用立
札・看板作成契約届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて
提出してください。
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６ 個人演説会場の立札・看板の類の作成の公営
法１６４の２①に規定する個人演説会場の立札・看板の類の作成に係る公費負担の

適用は、次のとおり定められています。（法１６４の２⑥、令１２５の３）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、立札・看板の類の作成を業とする業者に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「個人演説会

場用立札・看板作成契約届出書」（様式２８）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成した個人演説会場の立札・看

板の類の納品を受けた場合は、さらに「個人演説会場用立札・看板作成数確認申

請書」（様式２９）を県委員会に提出し、作成した個人演説会の立札・看板の類

の数が公費負担限度数（５）の範囲内である旨の「個人演説会場用立札・看板作

成数確認書」（様式３０）の交付を受けてください。

ウ 県委員会から、前記「個人演説会場用立札・看板作成数確認書」（様式３０）

の交付を受けたときは、契約した業者にこの確認書及び「個人演説会場用立札・

看板作成証明書」（様式３１）を併せて提出してください。

（３）公費負担の限度額及び支払請求

ア 個人演説会場の立札・看板の類の作成に係る公費負担の限度額は、契約に基づ

き 作 成 さ れ た 個 人 演 説 会 場 の 立 札 ・ 看 板 の 類 の １ 枚 当 た り 作 成 単 価 （ 上 限

４４，４０３円）に作成数（確認数）を乗じた金額です。

イ 当該業者が、県に支払請求をするときは、「請求書（個人演説会場用立札・看

板作成）」（様式３２）に、前記（２）のウにより候補者から提出を受けた「個

人演説会場用立札・看板作成数確認書」（様式３０）及び「個人演説会場立札・

看板作成証明書」(様式３１）を添付の上、行うこととなります。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
個 個 個 請 代
人 人 人 求 金
演 演 演 書 の（
説 説 説 支

契会 会 会 ⑦ 個個 払
約場 場 場 供 人人
書用 用 用 託 演演
の立 立 立 物 説説
写札 札 札 没 会会
し・ ・ ・ 収 場場
を看 看 看 の 用用
添板 板 板 有 立立
付作 作 作 無 札札

（ 成 成 成 の ・・
契 数 数 確 看看
約 確 確 認 板板
届 認 認 作作
出 申 書 成成
書 請 証数

書 を明確
添書認
付 書

①有償契約締結 立札・看板作成
候 補 者 ③個人演説会場用立札・看板作成証明書 業 者

⑥個人演説会場用立札・看板作成数確認書

（注）１ 個人演説会場用立札・看板作成証明書を立札・看板作成業者に提出するのは、
契約履行後でも差し支えありません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「個人演説会場用立
札・看板作成契約届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて
提出してください。
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７ 選挙運動用ポスターの作成の公営
法１４３①（５）の規定による選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の適用は、

次のとおり定められています。（法１４３⑭、令１１０の４）

（１）業者等の制限

契約する業者等は、ポスターの作成を業とする業者等に限られます。

（２）届出等の手続

ア この契約を締結した候補者が県委員会に提出する書類としては、「ポスター作

成契約届出書」（様式３３）及び契約書等の写しが必要です。

イ 県委員会にアの届出をした後、その業者から作成したポスターの納品を受けた

場合は、さらに「ポスター作成枚数確認申請書」（様式３４）を県委員会に提出

し、作成したポスターの枚数が、公費負担の限度枚数（ポスター掲示場数×２）

の範囲内である旨の「ポスター作成枚数確認書」（様式３５）の交付を受けてく

ださい。

（注）上記のポスター確認枚数（作成枚数の限度）とは、選挙運動用ポスターの作

成枚数に個人演説会告知用ポスターの作成枚数を加えた枚数とされていますの

で、両ポスターをそれぞれ別に作成した場合（両ポスターを１枚の紙に合わせ

て作成しない場合）は、両ポスターの作成枚数を合計して、（ポスター掲示場

数×２）枚までしか確認を受けられません。

ウ 県委員会から前記「ポスター作成枚数確認書」（様式３５）の交付を受けたと

きは、契約した業者にこの確認書及び「ポスター作成証明書」（様式３６）を併

せて提出してください。

（３）公費負担の限度額及び支払請求

ア ポスター作成に係る公費負担の限度額は、契約に基づき作成されたポスターの

１枚当たりの作成単価（限度額あり）に作成枚数（確認枚数）を乗じた金額で、

次のとおり算出されます。

316,250円＋ 293,440円＋ 30.73円×（ポスター掲示場数－500）
単価（ ）円＝

ポスター掲示場数
（単価は、１円未満の端数は切上げ。）

単価（ ）円×確認された枚数＝限度額

イ 当該業者が県に支払請求をするときには、「請求書（ポスターの作成）」（様

式３７）に、前記（２）のウにより候補者から提出を受けた「ポスター作成枚数

確認書」（様式３５）及び「ポスター作成証明書」（様式３６）を添付の上、行

うこととなります。

青 森 県
青 森 県 知 事

選挙管理委員会

② ④ ⑤ ⑧ ⑨
ポ ポ ポ 請 代（

ス ス ス 求 金
契タ タ タ 書 の
約

ー ー ー

支
書作 作 作 ⑦ ポポ 払
の成 成 成 供 スス
写契 枚 枚 託 タタ
し約 数 数 物

ー ー

を届 確 確 没 作作
添出 認 認 収 成成
付書 申 書 の 証枚

（ 請 有 明数
書 無 書確

の 認
確 書

認 を
添
付

①有償契約締結
候 補 者 ③ポスター作成証明書 ポスター作成業者

⑥ポスター作成枚数確認書

（注）１ ポスター作成証明書をポスター作成業者に提出するのは、契約履行後でも差し
支えありません。

２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「ポスター作成契約
届出書」の様式に準じて調製し、新たな契約書の写しを添えて提出してください。



 

- 11 - 

 

 

選挙公営の契約書に貼付する収入印紙について 

 

 

１ 課税文書（ 印紙税額は、最寄りの税務署に御確認ください。） 

 

 ・ 運送契約書（ 別紙１ ） 

 ・ 自動車運転契約書（ 別紙４ ） 

  ※ 印紙税法基本通達の第１号の４文書「運送に関する契約書」に該当するため。 

 ・ 選挙運動用通常葉書作成契約書（ 別紙５ ） 

 ・ 選挙運動用ビラ作成契約書（ 別紙６ ） 

 ・ 選挙事務所用立札・看板作成契約書（ 別紙７ ） 

 ・ 自動車等取付用立札・看板作成契約書（ 別紙８ ） 

 ・ 個人演説会場用立札・看板作成契約書（ 別紙９ ） 

 ・ 選挙運動用ポスター作成契約書（ 別紙１ ０ ） 

  ※ 印紙税法別表第１の２ 「請負に関する契約書」に該当するため。 

 

 

２ 不課税文書 

 

 ・ 車両賃貸借契約書（ 別紙２ ） 

  ※ 印紙税法別表第１ に該当するものがないため。 

 ・ 選挙運動用自動車燃料供給契約書（ 別紙３ ） 

  ※ 印紙税法基本通達の第７号文書に該当するが、契約期間が短く、除外規定に該当

するため。 

 

 

＜参考＞ 

※ 選挙公営の契約書に貼付するために収入印紙を購入した費用は、公職選挙法第１９７

条第１項第５号に規定する、選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数

料に該当するため、選挙運動に関する支出とはみなされず、選挙運動費用に算入する必

要はありません。したがって、選挙運動費用収支報告書に記載する必要はありません。 

 

別記 


